
●【サービス利用料金（目安）】

＊ご契約者の状況により異なります。また、小数点以下の処理等により多少誤差が発生します。

＊一ヶ月（31日）で計算しています。

＊一単位当たり10.45円（地域区分5級地）

（単位：円）

１割 ２割 3割 １割 ２割 3割

3 994 1,988 2,982 157,937 188,773 219,542

4 1,069 2,138 3,207 160,287 193,474 226,517

5 1,146 2,291 3,436 162,638 198,176 233,616
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●上記利用料金には、介護職員処遇改善加算8.3％と一部加算を含んでいます。

【利用者負担段階】

●利用者負担限度額認定制度（＊認定には、市町村の介護保険課にて申請が必要になります。）

●その他の料金

　　・おやつ・飲み物代 ご利用を希望された場合　　1日につき100円

　　・電化製品の使用料 下記電化製品について、1点につき1日30円

300円/回

　　・理髪・美容代　　　 実費負担（出張サービスを利用した場合）

第２段階

第１段階

下記の第１～３段階に該当しない方。

世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担段階が第１．２段階以外の方。

世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方。

世帯全員が市町村民税非課税で、生活保護を受給または老齢福祉年金を受給されている方。

第４段階

994

390 820

68,347

1,069 70,697

1,146 73,048

　　・文書料

　　・診療費、行事費、日常生活品費等は実費負担になります。

本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。詳しくは市町村介護保険課にご相談ください。

994

300 820

65,557

1,069 67,907

1,146 70,258

第３段階

第２段階

第１段階

（テレビ・オーディオ機器・冷蔵庫・空気清浄機・加湿器・電気毛布類）

96,298

第３段階

994

650 1,310

91,597

1,069 93,947

1,146

1,600 2,500第４段階

特別養護老人ホーム　えんゆうの郷

料金表

介護度
介護サービス費

食費 居住費
１ケ月利用料

令和　元年　7月　1日



●利用料金には、次の加算項目を含んでいます。

金額（１割）

① 4円/日

② 9円/日

③ 夜勤職員配置加算Ⅱ 20円/日

④ 栄養マネジメント加算 15円/日

⑤ 個別機能訓練加算 13円/日

⑥ 33円/月

⑦ 52円 /日

●下記は、該当する場合にのみ加算いたします。

金額
（1割の場合）

6円/回

136円/日

32円/日

453円/月

113円/月

94円/月

1337円/日

710円/日

150円/日

278円/日

34円/日

3円/日

4円/日

226円/日

退所時相談
援助加算

453円
/退所後１回

退所前連携
加算

565円
/退所後１回

退所前訪問
相談援助加算

520円
/入所中1回

退所後訪問
相談援助加算

520円
/退所後1回

226円/月 

113円/月

11円/月
※3ヶ月に１回を

限度とする

339円/月

453円/回

634円/日

低栄養リスク改善加算

再入所時栄養連携加算

在宅サービスを利用した時の費用

生活機能向上連携加算 

排泄支援加算

褥瘡マネジメント加算

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、外部のリハビリテーション専門職等と
連携する場合
※個別機能訓練加算を算定する場合100単位/月

排泄障害等のため、排泄介護を要する特別養護老人ホーム等の入所者に対し、多職種が
連携して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合

入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価
を実施し、その結果に基づき計画的に管理する場合

低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が共同して低栄養状態を改善するための計画
を作成し、この計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜
好等を含めた栄養・食事調整等を行う場合

介護保険施設の入所者が医療機関に入院し、経管栄養または嚥下調整食の新規導入な
ど、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合について、介護保険施設の管
理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に関する調整を
行った場合

入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老人福祉施設により提供さ
れる在宅サービスを利用した場合

認知症専門ケア加算Ⅱ

認知症行動・心理症状緊急対応加算

退所時等相談援助
加算

認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たしかつ、認知症介護指導者研修修了者を１名以上配
置し、介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、実施した場合

認知症の行動・心理症状のある者を緊急に受け入れた場合　（7日間を限度）

入居者およびその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村等に必要な情報
を提供した場合（入居者１人につき1回を限度）

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合（入所者
１人につき1回を限度）

入居者の退所前に、入居者およびその家族等に対して相談を行った場合（入所中1～2回を
限度）

入居者の退所後に、入居者およびその家族等に対して相談援助を行った場合（退所後1回を
限度）

経口維持加算 (Ⅰ)において行う食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士又
は言語聴覚士が加わった場合

歯科衛生士により口腔ケアを月2回以上行った場合

医師の判断の下、終末期である利用者の
看取り介護を行った場合

入院又は外泊した場合。月に6日を限度として費用を算定

入居した日から30日間。30日以上の入院後、再入居した場合も同様

一定の条件の下、職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を
定期的に実施した場合

若年性認知症利用者受け入れ加算

経口移行加算

経口維持加算（Ⅰ）

入院又は外泊時の費用の算定

初期加算

認知症専門ケア加算Ⅰ

経口維持加算（Ⅱ）

口腔衛生管理加算

看取り
介護加算

(Ⅰ)

死亡当日

死亡日前日

死亡日4日～30日

日常生活継続支援加算

加算項目

療養食加算

介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置した場合

サービス内容

管理栄養士の管理の基、適切な栄養量及び内容で提供されている場合
（１食を１回とする）

若年性認知症利用者の各々の状態に応じたサービスや環境が整えられている場合

経口移行計画を作成し、実施する場合

摂食機能障害のある方に対し、医師又は歯科医師の指示に基づき管理栄養士等が栄養管
理を行った場合

看護体制加算Ⅱ

口腔衛生管理体制加算

加算要件

常勤の看護師を配置

看護職員を最低基準＋１以上配置

夜勤帯の職員を最低基準＋１以上配置

管理栄養士を配置し、個別の栄養ケア計画を作成

機能訓練指導員を配置し、個別機能訓練計画を作成し実施	及び評価を行った場合

歯科医師、歯科衛生士により介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導が行
われている場合

加算項目

看護体制加算Ⅰ


